
 

 

沖縄観光ブランドロゴ申請事務手続き（図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光関連事業者 ※観光関連以外の事業

声 mこめこめ者 

一般財団法人 

沖縄観光コンベンション

ビューロー 

沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課 

国内プロモ

ーション課 

海外プロモ

ーション課 

関連部局 

利用許諾承認 利用許諾否認 

申  請 

国  内 海  外 

意見等 

意見等 

許諾手続き 

※観光関連事業者と観光関連以外の事業の判断については、沖縄県文化観光スポーツ部観光

振興課と一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおいて協議の上、決定するもの

とする。 


